
岩手県告示第 312 号 

 森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 33 条の３において準用する同法第 29 条の規定により、次のとおり保安林の指定施業要件

を変更する予定である旨農林水産大臣から通知があった。 

  平成 19 年４月３日 

岩手県知事 増 田 寛 也  

 

１(１) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 一関市大東町大原字当摩１の 27、１の 32、１の 35、１の 197、１の 198、 

猿沢字窪前 16、17、20、字山滝 55 の 139、55 の 140、55 の 142、55 の 212、55 の 213、55 の 216 から 55 の 219 まで 

(２) 保安林として指定された目的 水源のかん養 

(３) 変更後の指定施業要件 

  ア 立木の伐採の方法 

   (ア) 主伐に係る伐採種は、定めない。 

   (イ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。 

   (ウ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

  イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

２(１) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 遠野市遠野町 32 地割字〆田 105 の６、105 の 76 から 105 の 80 まで、105 

の 82 

(２) 保安林として指定された目的 水源のかん養 

(３) 変更後の指定施業要件 

  ア 立木の伐採の方法 

   (ア) 主伐に係る伐採種は、定めない。 

   (イ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。 

   (ウ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

  イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

３(１) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 胆沢郡金ケ崎町永栄中の又 11、12 の２、奥州市衣川区大原山 18 の２ 

(２) 保安林として指定された目的 水源のかん養 

(３) 変更後の指定施業要件 

  ア 立木の伐採の方法 

   (ア) 主伐に係る伐採種は、定めない。 

   (イ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。 

   (ウ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

  イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

４(１) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 奥州市江刺区伊手字阿原山１の 406 

(２) 保安林として指定された目的 水源のかん養 

(３) 変更後の指定施業要件 

  ア 立木の伐採の方法 

   (ア) 主伐に係る伐採種は、定めない。 

   (イ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期



齢以上のものとする。 

   (ウ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

  イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

５(１) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 遠野市綾織町上綾織第１地割字山谷川 161 の１、161 の２、161 の６、161

の９、161 の 12、161 の 15、161 の 18、161 の 19、161 の 21、161 の 23、161 の 25、161 の 26、161 の 28、161 の 30、

161 の 31、161 の 34、161 の 35、161 の 37、161 の 38、161 の 40、161 の 41、161 の 43、161 の 45、綾織町上綾織第４

地割字山谷川 48 の 12、48 の 13、48 の 16 から 46 の 18 まで、48 の 21、48 の 22、綾織町上綾織第６地割字続石 44 の８、

鵢崎第５地割字砂子沢 84 の 85 

(２) 保安林として指定された目的 水源のかん養 

(３) 変更後の指定施業要件 

  ア 立木の伐採の方法 

   (ア) 次の森林については、主伐は、択伐による。 

     字山谷川 161 の１・161 の９・161 の 30・161 の 34（以上４筆について次の図に示す部分に限る。） 

   (イ) その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 

   (ウ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。 

   (エ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

  イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

６(１) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 奥州市衣川区中山 47 の１、48、49、50 の１、30、金成 49 の１、49 の 68、 

49 の 73、52 の３ 

(２) 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 

(３) 変更後の指定施業要件 

  ア 立木の伐採の方法 

   (ア) 次の森林については、主伐は、択伐による。 

     中山 47 の１、48、49、50 の１、30 

   (イ) その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 

   (ウ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。 

   (エ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

  イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

７(１) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 遠野市綾織町上綾織第１地割字山谷川 161 の 30 

(２) 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 

(３) 変更後の指定施業要件 

  ア 立木の伐採の方法 

   (ア) 主伐に係る伐採種は、定めない。 

   (イ) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。 

   (ウ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

  イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

備考 「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岩手県農林水産部森林保全課並びに関係市役所及び金ケ

崎町役場に備えておいて縦覧に供する。 
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